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【 規 則 】 

 

和歌山市財務規則の一部を改正する規則を公布する。 

令和４年２月９日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

和歌山市規則第２号 

和歌山市財務規則の一部を改正する規則 

和歌山市財務規則（昭和３９年規則第１５号）の一部を次のように改正する。 

第５４条に次の１号を加える。 

（１９）住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

（令和４年２月９日掲示済）  

 

和歌山市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則を公布する。 

令和４年２月１５日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

和歌山市規則第３号 

和歌山市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成２０年法律第８７号）の施行に関し、長期

優良住宅の普及の促進に関する法律施行令（平成２１年政令第２４号）及び長期優良住宅の普及の促進に関す

る法律施行規則（平成２１年国土交通省令第３号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（許可申請書の添付図書） 

第２条 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第１８条第１項の市長が規則で定める図書又は書面は、

次の表に掲げる図書又は書面とする。 

図書又は書面の種別 明示すべき事項 

理由書 申請を行う理由 

付近見取図 国土基本図（縮尺２，５００分の１） 

配置図 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び用途、申請に係

る建築物と他の建築物との別、擁壁、井戸及びし尿浄化槽の位置、建築物の

各部分の高さ、敷地の接する道路の位置及び幅員並びに隣接建築物の用途及

び構造 

敷地高低図 縮尺、道路並びに敷地及び周囲の土地と建築物との高さの関係 
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各階平面図 縮尺、方位、各階の床面積、間取、各室の用途及び面積、壁及び筋かいの位

置及び種類、開口部及び防火戸の位置、外壁の構造並びに主要部分の寸法並

びに申請に係る建築物が工場又は危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供する

ものである場合は、機械器具の配置、名称並びに危険物の種類及び貯蔵する

位置 

２面以上の立面図 縮尺、開口部の位置並びに外壁、軒裏の構造及び仕上材料 

断面詳細図 縮尺、建築物の床の高さ、各階の天井の高さ、軒の高さ及び全体の高さ、屋

根、床、内壁及び天井の仕上材料並びに軒及びひさしの出 

公図 公図の写し 

登記事項証明書 敷地の登記事項証明書 

日影図 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、建築物の各部分の

平均地盤面からの高さ、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第５６条

の２第１項の水平面（以下この表において「水平面」という。）上の敷地境

界線からの水平距離５メートル及び１０メートルの線（以下この表において

「測定線」という。）、建築物が冬至日の真太陽時による午前８時から３０

分ごとに午後４時までの各時刻に水平面に生じさせる日影の形状並びに建築

物が冬至日の真太陽時による午前８時から午後４時までの間に測定線上の主

要な点に生じさせる日影時間又は水平面に生じさせる日影の等時間日影線 

２ 市長は、前項に掲げる図書又は書面以外の図書又は書面で特に必要と認めて指定するものを添付させること

ができる。 

附 則 

この規則は、令和４年２月２０日から施行する。 

（令和４年２月１５日掲示済）  

 

和歌山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和４年２月１５日 

   和歌山市長  尾 花 正 啓    

和歌山市規則第４号 

   和歌山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 和歌山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則（令和元年規則第３９号）の一部を次の

ように改正する。 

 別表第１職種別基準表行政職給料表職種別基準表（１）中「母子福祉指導員」を「母子・父子自立支援員」に

改め、「労働相談員」の次に「、スポーツ推進専門員」を加える。 

附 則 

 この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

（令和４年２月１５日掲示済）  

 

【 告 示 】 

 

和歌山市告示第３９号 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条の規定に基づき、道路区域を次のように変更し、令和４年２月

２日から供用を開始する。 

その関係図面は、和歌山市都市建設局道路河川部道路管理課において告示の日から１４日間一般の縦覧に供す

る。 

  令和４年２月２日 
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                                  和歌山市長  尾 花 正 啓    

整理番号 路線名 区域変更の区間 
旧新

別 

延長 

（ｍ） 

幅員 

（ｍ） 

２１－７ 松江木本線 

和歌山市榎原２６番２地先

～ 

和歌山市榎原２６番２地先 

旧 ３８．３ 

４．１０ 

～  

５．５０ 

新 ３８．３ 

７．００ 

～  

７．４０ 

（令和４年２月２日掲示済）  

 

和歌山市告示第４０号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定により、地縁による団体の告示された

事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定により、次のとおり告示する。 

令和４年２月３日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

区分 変更事項 変更前 変更後 変更年月日 

雑賀地区水軒

自治会 

代表者の氏

名及び住所 

豊田達之 

和歌山市西浜１３７５ 

豊田善之 

和歌山市西浜１３５２ 

平成２２年４月 

１日 

代表者の氏

名及び住所 

豊田善之 

和歌山市西浜１３５２ 

松本 潔 

和歌山市西浜１２５９ 

平成３０年４月 

２１日 

（令和４年２月３日掲示済）  

 

和歌山市告示第４１号 

 配当計算書を送達すべきところ、住所及び居所が明らかでないため送達できないので、和歌山市税条例（昭和

２９年条例第３０号）第１６条の規定により次のとおり告示する。 

 なお、送達すべき配当計算書は納税課において保管し、送達を受けるべき者の申出により交付する。                 

  令和４年２月４日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

 （登載省略） 

（令和４年２月４日掲示済）  

 

和歌山市告示第４２号 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条の規定に基づき、道路区域を次のように決定し、令和４年２月

４日から供用を開始する。 

その関係図面は、和歌山市都市建設局道路河川部道路管理課において告示の日から１４日間一般の縦覧に供す

る。 

  令和４年２月４日 

                                 和歌山市長  尾 花 正 啓    

整理番号 路線名 
起点 

終点 

延長 

（ｍ） 

幅員 

（ｍ） 

２６－１９ 西脇１９号線 

和歌山市西庄５５８番６地先 

～ 

和歌山市西庄９９２番２地先 

１１０．１ 

６．５０ 

～  

８．００ 

（令和４年２月４日掲示済）  

 



           和歌山市公報（第１７２１号）  令和４年（２０２２年）２月１５日 

 

－5－ 

 和歌山市告示第４３ 

和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年条例第９号）第９条第２項の規定に基づき、放置禁

止区域内に放置されていた自転車等を移動し、保管したので、同条例第１０条第１項の規定により告示する。 

令和４年２月８日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 放置されていた場所及び移動し、保管した年月日 

放置されていた場所 移動し、保管した年月日 

ＪＲ和歌山駅中央口周辺自転車等放置禁止区域 令和４年１月２２日及び同月２８日 

２ 移動し、保管した理由 

  和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例第９条第２項に該当したため 

３ 保管場所 

  名称 紀和駅前自転車等保管所 

 所在地 和歌山市宇治家裏１６７番１ 

  電話 ４２２－４１００ 

４ 返還を受けるために必要なもの 

（１）自転車等の鍵 

（２）住所及び氏名を確認できるもの 

（３）印鑑 

（４）費用 

自転車 １台につき ２，５００円 

原動機付自転車 

普通自動二輪車 

大型自動二輪車 

１台につき ４，０００円 

５ 返還できる日時等 

（１）返還日 

   月曜日から土曜日までの日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並び

に１月２日、同月３日及び１２月２９日から同月３１日までの日を除く。） 

（２）返還時間 

   午前９時から午後６時まで 

（３）その他 

   （１）及び（２）にかかわらず、天災地変により返還できないときもある。 

６ 問い合わせ先 

  和歌山市都市建設局都市計画部まちなみ景観課 電話 ４３５－１０８２ 

（令和４年２月８日掲示済）  

 

和歌山市告示第４４号 

和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年条例第９号）第９条の２第２項の規定に基づき、放

置禁止区域外に放置されていた自転車等を移動し、保管したので、同条例第１０条第１項の規定により告示する。 

令和４年２月８日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 放置されていた場所及び移動し、保管した年月日 

放置されていた場所 移動し、保管した年月日 

和歌山市内一円市道上、無料駐輪場、紀和駅前公

園及び港公園 

令和４年１月１８日、同月１９日、同月２６日及

び同月３１日 

２ 移動し、保管した理由 

  和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例第９条の２第２項に該当したため 
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 ３ 保管場所 

  名称 紀和駅前自転車等保管所 

  所在地 和歌山市宇治家裏１６７番１ 

  電話 ４２２－４１００ 

４ 返還を受けるために必要なもの 

（１）自転車等の鍵 

（２）住所及び氏名を確認できるもの 

（３）印鑑 

（４）費用 

自転車 １台につき ２，５００円 

原動機付自転車 

普通自動二輪車 

大型自動二輪車 

１台につき ４，０００円 

５ 返還できる日時等 

（１）返還日 

   月曜日から土曜日までの日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並び

に１月２日、同月３日及び１２月２９日から同月３１日までの日を除く。） 

（２）返還時間 

   午前９時から午後６時まで 

（３）その他 

   （１）及び（２）にかかわらず、天災地変により返還できないときもある。 

６ 問い合わせ先 

和歌山市都市建設局都市計画部まちなみ景観課 電話 ４３５－１０８２ 

（令和４年２月８日掲示済）  

 

和歌山市告示第４５号 

和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年条例第９号）第１０条第３項の規定に基づき、利用

者又は所有者から引取りのない自転車等を次のとおり処分するので、同条第４項の規定により告示する。 

令和４年２月８日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 処分理由 

  移動し、保管した旨を告示した日から起算して９０日を経過したが、引取りがないため 

２ 処分年月日 

  令和４年２月９日 

３ 処分自転車等の放置されていた場所、移動し、保管した年月日及び移動し、保管した旨を告示した年月日 

放置されていた場所 移動し、保管した年月日 
移動し、保管した旨を

告示した年月日 

ＪＲ和歌山駅中央口周辺自転

車等放置禁止区域 

令和３年１０月１５日 令和３年１０月２５日 

和歌山市内一円市道上及び紀

和駅前公園 

令和３年１０月４日、同月５日、同月７日、

同月８日及び同月１１日から同月１３日まで 

令和３年１０月２５日 

４ 処分自転車等の保管場所 

  名称 紀和駅前自転車等保管所 

  所在地 和歌山市宇治家裏１６７番１ 

  電話 ４２２－４１００ 

（令和４年２月８日掲示済）  
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和歌山市告示第４６号 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条の規定に基づき、道路区域を次のように変更し、令和４年２月

８日から供用を開始する。 

その関係図面は、和歌山市都市建設局道路河川部道路管理課において告示の日から１４日間一般の縦覧に供す

る。 

  令和４年２月８日 

                                 和歌山市長  尾 花 正 啓    

整理番号 路線名 区域変更の区間 
旧新

別 

延長 

（ｍ） 

幅員 

（ｍ） 

４１－８５ 名草８５号線 

和歌山市毛見１２番１０地先 

～ 

和歌山市毛見１０番５地先 

旧 ８９．１ 

３．４０ 

～  

４．４０ 

新 ８９．１ 

４．７０ 

～  

７．１０ 

（令和４年２月８日掲示済）  

 

和歌山市告示第４７号 

和歌山市議会定例会を次のとおり招集する。 

令和４年２月１０日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 期日 令和４年２月１７日 

２ 場所 和歌山市議会議場 

（令和４年２月１０日掲示済）  

 

和歌山市告示第４８号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定により、地縁による団体の告示された

事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定により、次のとおり告示する。 

令和４年２月１４日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

区分 変更事項 変更前 変更後 変更年月日 

湯屋谷自治会 代表者の氏名

及び住所 

坂井忠雄 

和歌山市湯屋谷４１ 

山口 薫 

和歌山市湯屋谷４９ 

令和３年４月

１１日 

主たる事務所

の所在地 

和歌山市湯屋谷４１ 和歌山市湯屋谷４９ 

（令和４年２月１４日掲示済）  

 

和歌山市告示第４９号 

次に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないため介護保険料督促状の送達ができないので、介護保

険法（平成９年法律第１２３号）第１４３条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条

の２の規定により告示する。 

なお、送達すべき介護保険料督促状は、介護保険課において保管し、送達を受けるべき者の申出により交付す

る。 

令和４年２月１４日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    
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年度 期別 種別 備考 

令和３年度 第７期 介護保険料 督促状の指定納付期限を令和４年２月２８日に変更する。 

 （別紙省略） 

（令和４年２月１４日掲示済）  

 

和歌山市告示第５０号 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項の規定による事業を廃止する旨の届出があったので、

同法第７８条の規定により次のとおり告示する。 

令和４年２月１５日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

介護保険事

業者番号 

事業者の名称又

は氏名 
事業所の名称及び所在地 サービスの種類 廃止年月日 

３０７０１

１２７６２ 

株式会社Ｒ＆Ｃ ヘルパーステーションＨ＆Ｃ 

和歌山市西浜１０８４－７ 西浜Ｖ

ｉｌｌａｇｅ３９号室 

訪問介護 令和４年１

月１０日 

３０７０１

１３４５５ 

テック・ケア株

式会社 

ヘルパーステーションモモ紀三井寺 

和歌山市紀三井寺１０６３番地 

訪問介護 令和４年１

月２８日 

（令和４年２月１５日掲示済）  

 

和歌山市告示第５１号 

介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１４０条の６２の３第２項第４号の規定による事業を

廃止する旨の届出があったので、和歌山市介護予防・日常生活支援総合事業に係る第１号事業に関する規則（平

成２８年規則第９４号）第１６条の規定により次のとおり告示する。 

令和４年２月１５日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

介護保険事

業者番号 

事業者の名

称又は氏名 
事業所の名称及び所在地 サービスの種類 廃止年月日 

３０７０１

１２７６２ 

株式会社Ｒ

＆Ｃ 

ヘルパーステーションＨ＆Ｃ 

和歌山市西浜１０８４－７ 西

浜Ｖｉｌｌａｇｅ３９号室 

予防給付型訪問サービス 令和４年１

月１０日 

３０７０１

１３４５５ 

テック・ケ

ア株式会社 

ヘルパーステーションモモ紀三

井寺 

和歌山市紀三井寺１０６３番地 

予防給付型訪問サービス 

生活支援型訪問サービス 

令和４年１

月２８日 

（令和４年２月１５日掲示済）  

 

和歌山市告示第５２号 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の指定居宅サービスに係る指定、第４６条第１項

の指定居宅介護支援に係る指定及び第５３条第１項本文の指定介護予防サービスに係る指定をしたので、同法第

７８条、第８５条及び第１１５条の１０の規定により次のとおり告示する。 

令和４年２月１５日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

介護保険事

業者番号 

事業者又は開設者

の名称又は氏名 
事業所の名称及び所在地 サービスの種類 

指定年月

日 

３０６０１

９１２１４ 

川福石油株式会社 訪問看護ステーション優  々

和歌山市秋月６２－１１ メゾン秋

月２０１ 

訪問看護 

介護予防訪問看護 

令和４年

２月１日 
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３０７０１

１４０５７ 

株式会社彩葉 ケアチームシャイニーＳｍｉｌｅ 

和歌山市有家２４３番地３ １０６ 

訪問介護 令和４年

２月１日 

３０７０１

１４０６５ 

株式会社彩葉 居宅介護支援事業所シャイニーＳｍ

ｉｌｅ 

和歌山市有家２４３番地３ １０６ 

居宅介護支援 令和４年

２月１日 

３０７０１

１４０７３ 

有限会社すずらん 楠見第５デイサービスセンターすず

らん 

和歌山市楠見中２９６－４ 

通所介護 令和４年

２月１日 

３０７０１

１４０８１ 

合同会社智福 居宅介護支援事業所レリアン 

和歌山市湊５４３－１ 

居宅介護支援 令和４年

２月１日 

（令和４年２月１５日掲示済）  

 

和歌山市告示第５３号 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４２条の２第１項本文の指定地域密着型サービスに係る指定をした

ので、同法第７８条の１１の規定により次のとおり告示する。 

令和４年２月１５日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

介護保険事

業者番号 

事業者の名称及び主たる事務所の所

在地並びに代表者の氏名及び住所 

事業所の名称及び所在

地 
サービスの種類 

指定年

月日 

３０９０１

０１５４８ 

有限会社すずらん 

和歌山市楠見中２９５番地の５ 

前原秀雄 

和歌山市栄谷９５９－３３０ 

楠見第４介護センター

すずらん 

和歌山市楠見中２９６

－４ 

看護小規模多機

能型居宅介護 

令和４

年２月

１日 

３０９０１

０１５５５ 

有限会社ＭＯＴＨＥＲ 

和歌山市北島４６８－８ 

山下和良 

和歌山市磯の浦３９１－２ 

わくわくＭＯＴＨＥＲ

デイホーム北島 

和歌山市北島４６８－

８ 

地域密着型通所

介護 

令和４

年２月

１日 

（令和４年２月１５日掲示済）  

 

和歌山市告示第５４号 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の４５の３第１項の第１号事業に係る指定をしたので、和

歌山市介護予防・日常生活支援総合事業に係る第１号事業に関する規則（平成２８年規則第９４号）第１６条の

規定により次のとおり告示する。 

令和４年２月１５日 

                                 和歌山市長  尾 花 正 啓    

介護保険事

業者番号 

事業者又は開設者

の名称又は氏名 
事業所の名称及び所在地 サービスの種類 指定年月日 

３０７０１

１４０５７ 

株式会社彩葉 ケアチームシャイニーＳｍ

ｉｌｅ 

和歌山市有家２４３番地３ 

１０６ 

予防給付型訪問サービス 

生活支援型訪問サービス 

令和４年２

月１日 

３０７０１

１４０７３ 

有限会社すずらん 楠見第５デイサービスセン

ターすずらん 

和歌山市楠見中２９６－４ 

予防給付型通所サービス 令和４年２

月１日 

３０９０１ 有限会社ＭＯＴＨ わくわくＭＯＴＨＥＲデイ 予防給付型通所サービス 令和４年２ 
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 ０１５５５ ＥＲ ホーム北島 

和歌山市北島４６８－８ 

 月１日 

（令和４年２月１５日掲示済）  

 

和歌山市告示第５５号 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項

の指定障害福祉サービス事業者の指定をしたので、同法第５１条第１号の規定により次のとおり告示する。 

  令和４年２月１５日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

事業所

番号 

事業所の

名称 

事業所の

所在地 

指定に係

る種類 

主たる対

象とする

障害種別 

事業者の

名称 

事業者の主

たる事務所

の所在地 

指定年

月日 

指定の有

効期限 

３０１

０１２

３８０

４ 

ケアチー

ム シャ

イニーＳ

ｍⅰｌｅ 

和歌山市

有家２４

３番地３ 

居宅介

護、重度

訪問介護 

特定なし 株式会社 

彩葉 

和歌山市吉

礼６２７番

地１８ 

令和４

年２月

１日 

令和１０

年１月３

１日 

３０１

０１２

２３３

５ 

げんき高

積 

和歌山市

和佐関戸

５１番地

１ 

生活介護 特定なし 一般社団

法人Ｓｈ

ａｋｅＨ

ａｎｄｓ 

和歌山市和

佐関戸５１

番地１ 

令和４

年２月

１日 

令和１０

年１月３

１日 

（令和４年２月１５日掲示済）  

 

和歌山市告示第５６号 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条の規定に基づき、道路区域を次のように変更し、令和４年２月

１５日から供用を開始する。 

その関係図面は、和歌山市都市建設局道路河川部道路管理課において告示の日から１４日間一般の縦覧に供す

る。 

  令和４年２月１５日 

                                 和歌山市長  尾 花 正 啓    

整理番号 路線名 区域変更の区間 旧新別 
延長 

（ｍ） 

幅員 

（ｍ） 

３７－４７ 紀伊４７号線 

和歌山市北２７８番１地先 

～ 

和歌山市永穂３９８番１地先 

旧 ３１．８ ３．００ 

新 ３１．８ ４．２０ 

３７－４９ 紀伊４９号線 

和歌山市北２４７番１地先 

～ 

和歌山市永穂６４０番地先 

旧 ４０．８ ３．００ 

新 ４０．８ ４．２０ 

（令和４年２月１５日掲示済）  

 

【 公 告 】 

 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第４号による道路の位置を次のとおり指定する。 

令和４年２月４日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

指定年月日 道路名 道路の位置 道路の延長及び幅員 
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 指定番号    

令和４年２月１日 

第１２４号 

新和歌浦梅原線 和歌山市砂山南２丁目～西

小二里２丁目、西浜字中新

堤内ノ坪地内 

延長 １，８００ｍ 

幅員 １９．０～２２．０ｍ 

（令和４年２月４日掲示済）  

 

土地の所有者等の所在が明らかでなく土地の所有者等の確認を得ることができないため、地籍調査作業規程準

則（昭和３２年総理府令第７１号）第３０条第２項の規定により筆界案を作成したので、同条第３項の規定によ

り公告する。 

  令和４年２月７日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 土地の所在・地番 

和歌山市加太字北仲丁１４４０番 

２ 筆界案を確認することができる場所 

名称 和歌山市都市建設局建設総務部地籍調査課 

所在地 和歌山市七番丁１１番地１ アラスカビル２階 

電話 ０７３－４３５－１０７５ 

３ 筆界案を確認することができる者 

  １に記載した土地の所有者その他の利害関係人又はこれらの者の代理人のうちで所在が明らかでない者 

４ 筆界案の作成者 

  和歌山市 

５ ３に記載した者は、公告の日から起算して２０日間（ただし、期間の末日が休日に当たるときは、その翌日

までの間）意見を申し出ることができる。なお、当該期間を経過しても申出がないときは、３に記載した者の

確認を得ずに調査を行う。 

（令和４年２月７日掲示済）  

 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号による道路の位置を次のとおり指定する。 

令和４年２月８日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

指定年月日 

指定番号 
地名地番 申請者住所氏名 

道路幅員×延長 

総延長 

令和４年２

月４日 

和建指第２

６９７号 

和歌山市福島字小路口

１５５番２、３、４、

５、６、１５６番１、

４、６、８、９ 

和歌山市六十谷３５番

地１０ 

サイトラスト株式会社 

代表取締役 大平完介 

６．００ｍ×３７．４９ｍ 

５．８０ｍ～６．００ｍ×２４．４５ｍ 

６．００ｍ×２３．５４ｍ 

８５．４８ｍ 

（令和４年２月８日掲示済）  

 

農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年法律第５８号）第１３条第１項の規定により和歌山農業振興地

域整備計画を令和４年２月１４日に変更したので、同条第４項において準用する同法第１２条の規定により公告

し、当該変更後の和歌山農業振興地域整備計画を和歌山市産業交流局農林水産部農林水産課において縦覧に供す

る。 

   令和４年２月１４日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

（令和４年２月１４日掲示済）  

 

和歌山市都市公園条例（昭和３３年条例第２５号）第１５条の２の規定に基づき、都市公園の区域を次のとお
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 り変更したので公告する。 

令和４年２月１５日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

名称 位置 区域 供用開始の期日 

湊北公園 和歌山市伝法橋南ノ丁１８ 別図のとおり 令和４年２月１５日 

 

（令和４年２月１５日掲示済）  

 

【 選挙管理委員会告示 】 

 

和歌山市選挙管理委員会告示第５号 

 和歌山市選挙管理委員会を次のとおり招集する。 

  令和４年２月４日 

和歌山市選挙管理委員会 

委員長  大 西 勉 己    
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 １ 日時 令和４年２月１６日（水）午後１時００分 

２ 場所 和歌山市西汀丁３６番地 

和歌山商工会議所１階選挙管理委員会室 

３ 案件 

（１）選挙人名簿から抹消するについて 

（２）在外選挙人名簿に登録するについて 

（３）在外選挙人名簿から抹消するについて 

（４）個人演説会等の公営施設の指定の追加について 

（５）和歌山市長選挙の選挙期日等について 

（令和４年２月４日掲示済）  

 

【 農 業 委 員 会 公 告 】 

 

和歌山市農業委員会総会を次のとおり招集する。 

  令和４年２月７日 

和歌山市農業委員会 

会長  谷 河  績    

１ 開催日時 

  令和４年２月１０日 １３時００分 

２ 開催場所 

  和歌山市農業委員会事務局会議室 

３ 審議案件 

（１）農用地区域除外に係る意見について 

（２）農地法第２条の農地でない旨の証明願について 

（３）農地法第３条の規定による許可申請について 

（４）農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見について 

（５）農用地利用集積計画について 

（６）非農地通知について 

（令和４年２月７日掲示済）  

 

農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定により、農用地利用集積計画を定

めたので、同法第１９条の規定により公告する。 

なお、当該農用地利用集積計画を和歌山市農業委員会事務局において縦覧に供する。 

  令和４年２月１０日 

和歌山市農業委員会 

会長  谷 河  績    

（令和４年２月１０日掲示済）  

  

【 企 業 局 告 示 】 

 

和歌山市企業局告示第５号 

水道法（昭和３２年法律第１７７号）第１６条の２第１項の規定により和歌山市企業局指定給水装置工事事業

者として指定を受けた者を、和歌山市水道事業給水条例施行規程（平成１０年水道局規程第２号）第２７条第１

号の規定により告示する。 
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 令和４年２月４日 

和歌山市公営企業管理者  瀬 崎 典 男    

事業者 事業所の名称 事業所の所在地 指定年月日 登録番号 

大阪府貝塚市麻生中６８７番地１ 

株式会社良本設備工業 

代表取締役 良本晃一 

株式会社良本設

備工業 

大阪府貝塚市麻生中

６８７番地１ 

令和４年１月

１３日 

第６２５

号 

（令和４年２月４日掲示済）  

 

【 消 防 局 訓 令 】 

 

消防局訓令第１号 

 予防技術資格者の認定等に関する事務処理規程を次のように定める。 

令和４年２月１５日 

                              和歌山市消防局長  𠮷 野 楠 哉    

予防技術資格者の認定等に関する事務処理規程 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、消防力の整備指針第３２条第３項の規定に基づき、予防技術資格者の資格を定める件（平

成１７年消防庁告示第１３号。以下｢資格者告示｣という。）に定める予防技術資格者の認定等について必要な

事項を定めるものとする。 

 （予防技術資格者の資格区分） 

第２条 予防技術資格者の資格区分及び要件は、次の各号に掲げる資格区分に応じ、当該各号に定めるとおりと

する。 

（１）防火査察専門員（立入検査、防火管理、違反処理等の防火査察に関する業務を担当する消防職員をいう。 

  ） 

ア 資格者告示第１条各号のいずれかに該当する消防職員で、予防技術検定のうち防火査察の区分に合格し

た消防職員 

イ 指定予防業務のうち、防火管理、防火査察又は違反処理に関する業務に従事した経験を有し、資格者告

示附則第４項各号のいずれかに該当する消防職員 

（２）消防用設備等専門員（消防同意、消防用設備等に関する業務を担当する消防職員をいう。） 

ア 資格者告示第１条各号のいずれかに該当する消防職員で、予防技術検定のうち消防用設備等の区分に合

格した消防職員 

イ 指定予防業務のうち、消防同意又は消防用設備等に関する業務に従事した経験を有し、資格者告示附則

第４項各号のいずれかに該当する消防職員 

（３）危険物専門員（危険物に関する業務を担当する消防職員をいう。） 

ア 資格者告示第１条各号のいずれかに該当する消防職員で、予防技術検定のうち危険物の区分に合格した

消防職員 

イ 指定予防業務のうち、危険物に関する業務に従事した経験を有し、資格者告示附則第４項各号のいずれ

かに該当する消防職員 

 （予防業務従事経験年数の算定） 

第３条 前条各号に規定する予防技術資格者の予防業務に従事した経験年数の算定は、次のとおりとする。 

（１）消防局予防課、消防署予防班に従事した年数は、前条各号に該当するものとする。 

（２）消防署の警防査察業務に従事した年数は、前条第１号に該当するものとする。 

 （予防技術資格者の申請） 

第４条 消防職員のうち、資格者告示第１条各号のいずれかに該当する者は、予防技術資格者認定申請書（別記

様式第１号）により、消防長に資格の認定を申請することができる。 
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  （予防技術資格者の認定） 

第５条 消防長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を精査し適当と認めたときは、申請者に対

し予防技術資格者認定証（別記様式第２号）を交付するとともに、予防技術資格者名簿（別記様式第３号）に

必要事項を記載するものとする。 

 （予防技術資格者胸章の貸与） 

第６条 予防技術資格者胸章は、前条の規定により予防技術資格者認定を受けた者に貸与する。 

２ 予防技術資格者胸章の素材、形状、寸法等は別図１のとおりとする。 

３ 予防技術資格者は、第２条の予防業務に従事するときに予防技術資格者胸章を着用するものとする。 

（１）第２条各号の全ての資格を取得した予防技術資格者は金色、２つの資格を取得した予防技術資格者は銀色、

１つの資格を取得した予防技術資格者はピンク色の予防技術資格者胸章を着用する。 

（２）消防長又は消防署長は、予防技術資格者が活動服等次項に規定する服以外の服を着用するときであっても

予防技術資格者胸章の着用を命ずることができる。 

４ 予防技術資格者胸章は、冬服及び夏服の右胸部で階級章上部に着用するものとする。 

（予防技術検定受検資格の申請） 

第７条 予防技術検定を受検する消防職員は、消防長に予防技術検定受検資格証明申請書（別記様式第４号）を

提出し、証明を受けるものとする。 

（予防技術検定受検資格の証明） 

第８条 消防長は、消防職員に対し予防技術検定の受検資格を証明するときは、予防技術検定受検資格証明書（

別記様式第５号）により行うものとする。 

（予防技術検定受検結果の報告） 

第９条 予防技術検定に合格した消防職員は、検定実施機関が発行する合格した旨を証明する書類により、消防

長に報告するものとする。 

（雑則） 

第１０条 予防技術資格者の認定等に関する事務は、予防課長が処理するものとする。 

２ 予防技術資格者の資格を別図２で示す。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規程は、令和４年３月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規程の施行の際、現に消防職員である者のうち、この規程の施行の日（以下「施行日」という。）の前

日において、予防技術資格者の認定を受けているものが施行日において第２条に定める要件に該当するときは、

その者に対しては施行日において第５条の規定による認定があったものとみなす。 
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 （令和４年２月１５日掲示済）  

 

【 正 誤 】 

 

 令和３年１２月１７日付け和歌山市公報号外第１３号中 

ページ 行 誤 正 

１０ 上から１行目 第６条第４項第３号 第６条第３項第３号 

 


